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棚
田
と
は 

 

「
棚
田
」
と
は
、
山
の
斜
面
や
谷

間
の
傾
斜
地
（
傾
斜
が
二
十
分
の
一

以
上
）
に
、
階
段
状
に
作
ら
れ
た
水

田
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
別
名
「
千

枚
田
」
と
も
呼
ば
れ
る
美
し
い
景
観

や
国
土
保
全
、
文
化
継
承
な
ど
の
多

面
的
な
機
能
を
持
つ
、
日
本
の
伝
統

的
な
農
業
遺
産
で
す
。 

大
正
十
年
頃
か
ら
当
時
の
曽
木
村

（
現
在
は
土
岐
市
曽
木
町
）
の
大
草

地
区
で
棚
田
に
よ
る
耕
作
を
行
っ
て

き
ま
し
た
が
、
近
年
の
農
業
者
の
高

齢
化
と
担
い
手
不
足
の
問
題
を
解
消

す
る
た
め
、
平
成
７
年
に
ほ
場
整
備

を
行
い
、
下
図
の
よ
う
に
再
整
備
す

る
こ
と
で
効
率
化
を
図
り
、
棚
田
の

機
能
保
全
に
努
め
る
こ
と
で
、
棚
田

地
域
振
興
法
に
基
づ
く
「
指
定
棚
田

地
域
」
に
指
定
（
令
和
６
年
４
月
公

示
）
さ
れ
ま
し
た
。 

現
在
も
国
や
県
か
ら
の
支
援
を
い

た
だ
く
中
で
、
地
域
の
農
業
者
の

方
々
に
よ
る
耕
作
が
行
わ
れ
、
日
本

の
伝
統
的
風
景
で
あ
る
農
業
遺
産
を

維
持
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

令和７年 

 11/25 農地転用現地調査 

 11/28 第 11回農業委員会総会 

12/23 農地転用現地調査 

12/26 第 12回農業委員会総会 

令和８年 

  1/27 農地転用現地調査 

 1/30 第１回農業委員会総会 

 2/24 農地転用現地調査 

 2/27 第２回農業委員会総会 

 3/24 農地転用現地調査 

 3/27 第３回農業委員会総会 

 4/28 農地転用現地調査 

 5/1  第４回農業委員会総会 

 5/15 農業だより発行 

 

◆ 農業委員会活動日誌 ◆ 

 

大
草
棚
田 

 

に
つ
い
て 

●農業者年金について 農業者年金は、国民年金の第一号被保険者で、年間６０日以上農業に従事する六十歳未満の

方なら誰でも加入できます。税金面でのメリットや国からの助成等もあります。ぜひご検討ください。 

 



第 97 号 (2)           土 岐 市 の 農 業      令和８年５月１５日 
 

 

    

 

地
域
計
画
（
目
標
地
図
）
と
は 

 

『
地
域
計
画
』
と
は
、
農
業
者
や
地

域
住
民
の
話
合
い
に
よ
り
策
定
さ
れ

る
地
域
の
農
地
利
用
の
姿
等
を
明
確

化
し
た
設
計
図
で
す
。
農
業
者
が
急
激

に
減
少
し
、
地
域
の
農
地
を
守
っ
て
い

く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と

か
ら
、
「
地
域
の
農
業
者
が
、
将
来
も

農
業
経
営
し
や
す
い
環
境
を
ど
の
よ

う
に
作
っ
て
い
く
の
か
」
を
地
域
の
関

係
者
が
話
合
い
で
具
体
化
し
た
も
の

で
す
。 

次
に
『
目
標
地
図
』
に
つ
い
て
で
す

が
、
農
地
一
筆
ご
と
に
将
来
（
概
ね
十

年
後
）
の
耕
作
者
を
特
定
し
、
地
図
上

に
示
し
た
も
の
で
、
地
域
計
画
の
中
身

の
一
つ
に
な
り
ま
す
。
「
農
業
を
担
う

者
」
の
経
営
効
率
が
向
上
す
る
よ
う
に
、

ま
た
、
農
地
所
有
者
や
地
域
の
農
業
関

係
者
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、
可
能
な
限

り
農
地
を
集
積
・
集
約
化
し
た
色
分
け

を
行
い
、
作
成
す
る
の
が
基
本
と
な
り

ま
す
。
現
在
、
土
岐
市
の
濃
南
地
区
で

策
定
し
て
お
り
、
代
表
的
な
も
の
を
例

示
し
ま
す
。 

鶴
里
細
野
地
区
の
目
標
地
図(

例) 

 

曽
木
地
区
の
目
標
地
図
（
例
） 

 

       

 

   

毎
年
恒
例
の
駄
知
小
学
校
稲
刈
り

体
験
で
刈
り
取
っ
た
お
米
を
使
っ
た

炊
き
立
て
ご
飯
と
お
味
噌
汁
を
家
庭

科
調
理
実
習
で
作
り
ま
し
た
。
招
待
さ

れ
た
農
地
提
供
者
の
酒
井
農
業
委
員

も
「
大
変
美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し

た
」
と
舌
つ
づ
み
。
生
産
者
と
消
費
者

で
和
や
か
な
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

 

 

 

●
出
水
期
に
お
け
る
農
業
用
水
路
の
管
理
に
つ
い
て 

 

昨
今
の
異
常
気
象
に
よ
り
洪
水
が
頻
発
す
る
状
況
の
中
、
豪
雨
が
予
想
さ
れ
る 

場
合
に
お
い
て
、
雨
が
降
り
出
す
前
の
用
水
ゲ
ー
ト
の
締
切
り
や
、
土
の
う
を 

用
い
た
越
水
の
防
止
な
ど
、
農
業
用
水
が
溢
れ
な
い
よ
う
対
策
が
必
要
で
す
。 

安
心
・
安
全
な
地
域
作
り
へ
の
ご
協
力
を
お
願
し
ま
す
。 

 

農
地
の
売
買
や
転
用
は
、
許
可

が
必
要
で
す 

農
地
を
耕
作
す
る
た
め
に
貸
借
、
売
買

す
る
場
合
は
「
利
用
権
設
定
」
や
「
農

地
法
３
条
の
許
可
」、
農
地
を
宅
地
等
に

転
用
し
、
転
用
す
る
た
め
に
所
有
権
を

移
転
す
る
な
ど
「
農
地
法
４
条
ま
た
は

５
条
の
許
可
」
が
必
要
で
す
。 

許
可
手
続
き
に
は
、
市
農
業
委
員
会
へ

の
申
請
が
必
要
で
、
許
可
ま
で
に
は
１~

２
ケ
月
を
要
し
ま
す
の
で
、
早
目
の
お

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

今
年
も
７
月
下
旬
を
目
処
に

無
人
共
同
防
除
を
行
い
ま
す 

例
年
、
７
月
下
旬
の
早
朝
よ
り
、
曽

木
・
鶴
里
地
区
の
農
地
に
て
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
等
を
利
用
し
た
農
薬
の
散
布
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。 

今
年
も
実
施
す
る
予
定
で
、
お
申
込
書

な
ど
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
ご
承
知
お
き
お
願
い
し
ま
す
。 

  

土
岐
市
農
業
委
員
会
事
務
局 

Ｔ
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Ｌ
：
５
４-

１
２
１
４ 

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
５
５-

７
７
６
３ 

地
域
計
画
（
目
標 

 地
図
）
に
つ
い
て 

 

地
産
地
消
便
り 


